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3） 市町村の保健センター、保健所、精神保健福祉センター等の地域の相談機関の利用方

法 

4） 家族などと相談しながら円滑に医療機関への受診を勧める方法 

 

 一方、ボランティアなどの、住民と身近に接する非専門家にも、同様な教育・研修が行われ

ているとさらに効果的です。こうした非専門家には、自分の価値観や信念をあてはめず、傾聴

する、相手の希望、権利、価値観を尊重する、秘密を守る、必要な場合に早期に専門家へ紹介

するなどの対応等を周知することが大切です。 

 

③ 保健医療福祉従事者自身の心のケアが必要です 

 うつのアセスメントや相談、家庭訪問において、保健医療福祉従事者が関わる本人やその家

族などからの相談内容は、家族の死や病気、介護のストレスなど非常に重い内容です。うつ対

策に従事する関係者自身も気分が沈み込んだり、ひどく疲れたりといった軽いうつ状態になる

ことがあります。また、事業を進めている際に地域に自殺死亡者が出ることがあると、強いス

トレスとなるといわれます。ですから、うつ対策に従事する関係者自身の心のケアも重要です。 

 事業に関して職場内の上司や同僚の理解があること、事業に関してストレスに感じたり、落

ち込んだりするようなことがある時には、職場の上司や同僚にいつでも相談できる体制にある

こと、できれば精神科医などの専門家のサポートがあることが望ましいでしょう。また、保健

所や精神保健福祉センター、大学の専門家を含んだサポート体制を作っておくことも大切です。

こうした体制は、継続的な相談はもちろんのこと、自殺未遂者が出たときなどの緊急の対応の

ためにも役に立ちます。 

 また従事者自身もストレスを解消し、仕事とプライベートを切り換えることができる方法を

身につけ、休養をとりながら積極的に心身をリフレッシュするなど、自分自身の心の健康づく

りに心がけることが大切です。 

 

図４ 活動全般に対する注意点 
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